
 

○現場代理人の常駐に係る取扱いについて 新旧対照表  

改   正   後 改    正    前  

Ｒ６.６.１改正 

現場代理人の常駐に係る取扱いについて 

 

１・２ 省略 

 

３ 不測の事態において、約款第64条の規定により常駐義務が緩和

できる場合 

  省略 

 ① 省略 

 ② ①によりがたい場合は、現場作業を休止し、原則として現場

代理人に代わり社長が常駐するなど、現場の運営、取締りを行

う体制が整った段階で発注者に連絡のうえ、工事を再開する。 

 

Ｒ５.１０.１改正 

現場代理人の常駐に係る取扱いについて 

 

１・２ 省略 

 

３ 不測の事態において、約款第64条の規定により常駐義務が緩和

できる場合 

  省略 

 ① 省略 

 ② ①によりがたい場合は、現場作業を休止し、原則として現場

代理人に代わり社長が常駐するなど、現場の運営 取締りを行

う体制が整った段階で          工事を再開する。 

不測の事態が生じた場合における現場代理人の常駐の取扱いフローを次のように改める。  



不測の事態が生じた場合における現場代理人の常駐の取扱いフロー 

 

【不測の事態の例】 

 ・現場代理人又はその親族の急病、事故あるいは慶弔事等が突発的に発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事開始前又は工事中に不測の事態発生 

工事開始見送り又は工事休止 

副現場代理人が代行
できるか。 

社長が常駐できるか。

社長の常駐 

発注者に対応協議 

(工事打合簿による。緊急の場合は電話

等可。ただし、事後、工事打合簿を提出。）

工事再開 

≪発注者≫ 
・現場管理に支障がないか。
・連絡体制の整備等万全の
体制が講じられているか。 

現場代理人の不在を承認 

(工事打合簿による。緊急の場合は

電話等可。ただし、事後、工事打合

簿を受注者に交付。) 

現場代理人の不在を不承認 

(工事打合簿による。緊急の場合は

電話等可。ただし、事後、工事打合

簿を受注者に交付。) 

現場代理人の復帰又は変更 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

※現場代理人の不在が概ね１週間を超えると見込まれる場合、発注者は現場代理人の

変更を求めること。 

監督員に通知 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

発注者に連絡 

Ｎｏ 


